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2．研究の視点および方法１．はじめに

全国の自治体では,2003年９月２日に施行きれた地

方自治法の一部改正により，公共施設における指定管

理者制度の導入を積極的に進めている．一般的には，

指定管理者制度導入の目的は，自治体の「経費節減」

と地域住民に対する「サービスの向上」にあるが，そ

の根本的な背景には，地方自治体の財政悪化があるこ

とは言うまでもないいわゆるハコモノ行政により蓄

積きれた負の遺産的な公共施設が，廃止や売却へと追

い込まれることへ抵抗すための政策的な最後の一手と

言えなくもない．特に国体を機に建設され続ける大型

スポーツ施設は，その代表的な例であり，その存続を

かけて総合型地域スポーツクラブの活用を含めた指定

管理者制度の導入が積極的に進められている（伊賀上，

2008)．

もちろん，公共スポーツ施設の持つ政策的，公共的，

あるいは教育的・文化的な価値から，ポジティブな立

場で指定管理者制度を捉えることは重要なことであろ

う．しかしながら，一方で社会学的な視点から見ると，

同制度の導入は，公共スポーツ施設に対する様々な理

念や価値観がせめぎあう場として捉えることが可能で

ある．具体的には，行政担当者，受託業者，体育・ス

ポーツ組織，地域住民，地域組織，議員等，多様な

人々が絡み合う場であり，指定管理者制度に個別具体

的な社会的意味を付与する過程として捉えられるとい

うことである．同制度の導入に関係する様々な個人・

団体が，それぞれの立場や意図のもとで繰り広げる相

互作用を読み解き，指定管理者制度の形式的意味であ

る「経費削減」「サービスの向上」とは異なる社会学

的な意味を探求することが本研究の目的である．

l）研究の視点

公共スポーツ施設への指定管理者制度の導入は，い

くつかの課題が指摘きれつつも，基本的には，地域ス

ポーツ振興にとって効果的な施策として自明視されて

いる．そこでは，地域社会あるいは地域スポーツに関

わる人々の主体的な実践や相互作用については等閑視

される傾向にあるといえるそこでここでは，指定管

理者制度の導入過程に着目しそこに関わる人々のど

のような実践を通して，地域社会あるいは地域スポー

ツにおいてどのような社会的意味が付与されつつある

のか，という視点のもとフィールドワークを行うこと

とした．このことにより，前述したような同制度の形

式的意味とは異なる，内在化した問題`性についての実

証的認識を提供することが可能になると考えたからで

ある．

本研究では，特に同制度導入に関わる会議および

そこで繰り広げられる会話を分析対象とすることとし

たその理由は，会議や会話という場面は，「組織や

制度を生きるひとびとの実践」（好井，1999a）がより

鮮明となる制度的状況であると考えるからである．特

に指定管理者制度という地域スポーツ政策（制度）

と主体としての地域住民の出会う場面において，彼ら

がそこにいる「場面や状況をく意味あるもの＞として

互いに認知し表示しあうのにその場そのときに用い

ている『方法ｊを記述すること」（好井,1998）を意図

した．また，このように，会話に着目する理由は，

｢日常生活全般の解読・解体・再編を目指すとすれば，

"会話すること”の自明`性は，それ自体きわめて意味

ある探求対象となる」（好井，1999b，ｐ53）からであ

る．つまり，同制度導入に関わる会話の中には，制度

そのものが，地域社会あるいは地域スポーツにおける

効果的施策であるという秩序現象が潜んでいると考え
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センター「アロマ」（総合運動公園）および野外施設

(キャンプ場等）への指定管理者制度導入過程に着目

し受託業者となった「NPO法人ひとづくりくまも

とネット」を中心とした関係者のやり取りに焦点化し

分析を行う．

るからである．このように本研究では，好井の提唱

する「批判的エスノメソドロジー」（1998,l999a，

l999b）を理論的背景としている．

2）研究の方法

(1)研究の方法

参与観察をもとに，フィールドノーツを作成し，分

析を行った．フィールドノーッの作成では，エマーソ

ンら（1998）のエスノグラフィックな手法を参照し

た．

データの分析作業では，質的データの分析上のテク

ニックとして，グラウンデッド・セオリー・アプロー

チによるコーディング法を採用し，仮説的な説明概念

としてのカテゴリーを生成した．ざらにそれらのカ

テゴリー間を包摂する概念をコア・カテゴリーとして

位置づけた．また，すべてのカテゴリーがデータに適

合しているか，再度データに立ち戻り，批判的検討を

行った．

グラウンデッド・セオリー・アプローチとは，

｢データの解釈から説明概念を生成しそうした概念

間の関係から人間行動について－つのまとまりのある

説明図を理論として提示する」（木下,2003）ものであ

るエマーソンらによるエスノグラフィックな手法に

おいても，フィールドノーツを加工する際の分析上の

テクニックとして用いられている．具体的には，木下

(2003）にしたがい，以下の手続きを経てカテゴリー

を生成したまず，エマーソンら（1998）を参考に

フィールドノーツを作成する．次に，注意深くかつ子

細にフィールドノーツを読む一方で，関係者の「指定

管理者制度」「地域社会」および「地域スポーツ」に

対する認識やそれらの関係性に関する一続きのデータ

(やり取り）に着目し，それにふさわしいラベルとな

るような言葉や語句を書き留める（オープン・コー

ディング)．ざらに「指定管理者制度の社会学的意

味」という分析的関心のもと，オープン・コーディン

グされた概念間の関係に着目し，それらを説明するカ

テゴリーを生成する（焦点をしぼったコーディング)．

以上のようなデータの分析を行った後，再度，フィー

ルドノーツに立ち戻り，指定管理者制度の導入に絡み，

どのような社会学的意味（コア・カテゴリー）が立ち

現れてくるのか検討した．

なお，調査にあたっては，調査対象者である上天草

市の行政担当者及び受託業者、JPO法人ひとづくり

くまもとネット」の承諾を得た

【上天草市】

平成１６年３月３１日に１日大矢野町，松島町，姫戸町，

龍ヶ岳町が合併し誕生した上天草市は，熊本県の西部

有明海と八代海が接する天草地域の玄関口に位置し，

大矢野島，天草上島，その他の多数の島々からなって

いる．ほぼ全域が雲仙天草国立公園に含まれ，日本三

大松島の一つに挙げられる松島の風景，龍ケ岳をはじ

めとする九州自然歩道（観海アルプス）からの眺望な

ど，景勝地として四季折々に美しい表情を見せている．

上天草市の人口は，昭和35年に51,439人であった

が平成１２年には35,314人まで減少しており，過疎

化が著しい行政は，企業誘致，若者定住対策，移住

者促進等，人口増に向けた政策を積極的に展開してい

るが。現在のところ大きな成果をあげていない人口

構成をみると，若年者人口は，昭和35年9,234人（構

成比：179％）から，平成12年4,689人（構成比：13.

3％）に半減している（少子化)．逆に高齢者人口は

昭和35年4164人（構成比:8.1％）から平成１２年

9,628人（構成比：273％）と倍増している（高齢化）

産業構造をみると，他の地方と同様に第一次産業

(昭和３５年:５８７％→平成１２年：15.5％）から，第三

次産業（昭和３５年：３００％→平成１２年：５７．６％）へ

と転換しているこれは，日本社会全体の産業構造の

転換に加え，上天草市の地勢の大部分が，急峻な山ひ

だが海岸線まで迫り，全体的に平坦地が少ない（山林

60.8％，田畑123％，宅地が５２％）という特徴が影

響している．加えて，昭和４１年の天草五橋の開通に

より，飛躍的に伸びた観光産業も大きな影響を与えて

いるところが，農漁業に代わり上天草の基幹産業と

なった観光産業も現在では低迷していると言わざるを

得ない例えば，日帰り観光客数（平成１８年度）を

みると，阿蘇地域が16,385,800人に対して，天草地

域では，3,494,100人，宿泊観光客数（平成１８年度）

をみると，阿蘇地域が2,129,800人に対して，天草地

域では662,100人と大きく水を開けられている．熊本

県全体を見ても，観光客数の比較では，阿蘇29％，

菊池16％，玉名・荒尾12％，山鹿・鹿本7％，熊本市

7％・天草７％となっており，観光地天草の占める位

置はそれほど大きくないまた熊本県全体の総観光

客数が，平成９年度の49,198,500人から平成１８年度

の62,129,400人と大きく伸びているのに対して，天

草地域は，平成１１年度4453,500人から平成１８年

(2)調査の対象

本研究は，熊本県上天草市における指定管理者の選

定および運営過程を対象とする特に，上天草市総合
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度4156,200人と逆に減少している（基幹産業の低

迷)．その一方で，従事者数をみると，サービス業従

事者は平成３年に３，８８８人だったのに対して，平成１３

年には４，４１１人と増加している（農林漁業：７３３人→

538人)．農漁業からサービス業への転換を図るしか

なかった状況の中で，観光産業の低迷は市民所得の

大幅な縮小をもたらすこととなった．ちなみに熊本

県全体の市村民の年間平均所得をｌＯｏとすると，上天

草市民は７３９となっている（所得の低下）

このような「高齢化・少子化」「過疎化」「基幹産業

の低迷」といった典型的な地方の課題に対して，大型

健康施設「スパ・タラソ天草」の建設（＝健康)，総

合運動公園の整備（＝スポーツ)，野外施設を活用し

たグリーンツーリズムや就農促進事業（＝ツーリズ

ム)。あるいは，ＮＰＯ法人による「流木炭化プロジェ

クト」（＝自然）などの取組を行ってきたが大きな

成果をあげるに至っていない

園（キャンプ場)，龍ヶ岳山頂自然公園（キャンプ場，

天文台)，姫戸小島公園（海水浴場，キャンプ場)，姫

戸諏訪公園（海水浴場，キャンプ場）の５施設である．

現在は，これらの施設に関する事業展開を中心に，そ

の他スポーツ事業（サッカー，陸上のクラブ運営)，

健康事業，人材派遣等を行っている．熊本県内外の公

共スポーツ施設や文化施設，社会教育施設の指定管理

者に積極的に応募し，施設を核とした社会教育事業の

提供を目指している．2008年度の予算は，総事業費

49,354,800円となっている

(3)調査の期間

2007年１１月～2008年1０月

3．結 果

フィールドノーツにおけるデータについて，参与観

察によるスケッチおよび同時進行的なメモを参照し，

オープン．コーディングを行った表ｌはオープン゛

コーディングした例である

このオープン．コーディングの段階では，本研究の

意図する「地域社会」「地域スポーツ」とは関連の薄

いコードも含まれる．そこで指定管理者制度と地域社

会あるいは地域スポーツという分析的関心に焦点化し

たコーディングを行い，サブ・カテゴリーを生成した.

さらに，これらのサブ・カテゴリー間の関係を包摂す

る概念を，コア・カテゴリーとして位置づけた.

オープンコーディングの結果，以下の３７コードが

確認された．

【NPO法人ひとづくりくまもとネット】

2006年１２月に大学の教員が中心となり設立された

社会教育事業を中心事業とする非特定営利活動法人で

ある．熊本市に事務局を置き，社員数は25名となっ

ている．定款には，①社会教育の推進を図る活動，②

子どもの健全育成を図る活動，③職業能力の開発又は

雇用機会の拡充を支援する活動，④学術，文化芸術

又はスポーツの振興を図る活動，⑤情報化社会の発展

を図る活動，⑥環境の保全を図る活動，⑦まちづくり

の推進を図る活動，が事業内容として掲げられている．

2008年度から上天草市の公共施設の指定管理者と

して管理運営を行っている．受託施設は，上天草総合

センター「アロマ」（総合運動公園)，白嶽森林自然公

表ｌオープン コーティングの例

プータ番号

DO80ZO6１議員 、論ＩＩｆ４０

三了うkIlプ,､2２ ？

黒田でJｉゴｚアサ､C/）＝ご荷－６ノ

）ば

ョ'９Fドワ）FiJU ７）tHJ-T症Cノ

20080206

|議二■
地元議員と面会．

議会で有利な発言をするので，協力してほし
い．

自分の会社の仕事や票田である組織(ホテル
等)への協力．
たとえば，自分の兄の経営する情報誌会社に

地域の論理の代弁者．

地域の代表者然たる態

度で対応してくる．

指定管理業者としての

経営判断基準の一つに，

この地元の基準をどう

新制度の利用

価値

データ番号 項目 ﾄピック メモ
オープン.

コーディング
20080205 議会 議会において，地元企業団体ではないところ

に委託したことへの批判に対して，市長が答

弁した．公正な審査により決定したと答弁，

客観jj勺評価であると強調．

ＮＰＯ法人元気工房の賛助会員である地元選

出議員が強烈な反対姿勢を打ち出す．

その後，別件で市長と面談．その席上，ＮＰ

Ｏや大学主催の事業であっても，指定管理者

の施設の私物化は断固許さない．スポーツ振

輿，地域活性化という名目であっても，

利用客を優先するよう釘を刺される．

般

市長の形式的答弁.行政

は議会対策のみに苦慮

している．

行政の管理下であるこ

とを強調するため，民間

導入の意図が薄れてい

<、

自分たちの仕事の領域

が減っていくことへの

抵抗

市長の対面的発言．

公の施設とし

ての意義の確

認
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＝不十＝：櫓寺′ＦＥ回

？

、知り宿

｢スムーズな制度運用のための確認作業」

審査会のヒアリングにおける質疑の中心は，指定管

理者としてどのような理念で運営するのか，あるいは

どのようなサービス向上を図るのか，ということでは

なく，スムーズな制度運用（議会対策，地域住民への

説明）のための確認作業であった（2007.11)．

｢既存団体・組織の抵抗」

申請にともない，同市の総合型地域スポーツクラブ

(同市の総合体育館の指定管理を受託）を訪問した際，

市外の団体が申請することへ強烈な批判を受ける特

に，申請団体のＮＰＯ法人が総合型と同様なスポー

ツ．文化事業を提供することから相当な不信感がある

と発言きれる（2007.12)．

｢地域再生の困難さ」

環境をテーマにした地域貢献活動を展開する地元

NPO法人と指定管理施設を活用した事業協力につい

て話し合いを行ったＮＰＯ法人の中心的人物（若手）

は，地域の様々な利害関係，経済的不安，市民の意識

等の問題が大きく，理想とする活動は地域全体へとは

広がっていけないという実情を切々と語った（2007.

12)．

｢地域経済の疲弊」

新規の地元雇用のため地元求人誌を参考にすると，

月額'０万円程（正式雇用）のものもあり，熊本市と

｜’
広告を載せてほしい，会社の自販機を置いて

ほしい，ホテルのグランド整備に業者を紹介

してほしいなど．

同業種(音響等)でも，自分の知り合いを入れな
いと，地元ではうまくいかないと言う．

組み込むか．

20080308 地元雇用 地元雇用(元行政管理1鋤Fさんとのやり取り．
月曜日休館日開放(総合型の日として会員に無

料開放サービス)は経費面で大きな問題がある
と指摘される．

地元の関係性強化のための採用であるが，特

に決まった業務があるわけではなく，しかも

これまで公民館長として施設に勤務していた

ことから施設の内容に詳しく，いろいろと口

を出してくる．

Ｆさんが受付にいると，その周りに地元業者

婦人会，行政，住民等が顔を直接合わせる．

そこでいろいろな情報交換がなされている．

，

公共施設における人間関係構築の機能を発揮

している．

方，天文台の職員も地元との関係から継続

雇用せざるを得なかった．不経済であり，し

かもこれまでの行政的管理に慣れ親しんでい

ることから民間としての接客能力に極端に欠

ける．効率化，サービスの向上への意欲が見

られないしかし，契約を解除するにはリス

クが大きい

売店の引越しの際に，弁当・売店の販売アル

バイトをしている女'性の方から雇ってほしい

と要求された．ここでの販売の難しさ，やり

方を語られる．日当3000円～4000円程度で月

に4～５日なのにそれが必要な生活であるとい
￣

フ．

後日，スポーツ用具貸し出しの状況を見に来

られる．

地元の業者(弁当)を入れるように観光協会よ
り強い要望があった

公共スポーツ施設の新

たな機能を再礎認．

スポーツの場の提供だ

けではなく，スポーツ施

設が地域の人間関係の

構築の場となっている．

継続雇用するかどうか

大きな問題である．これ

まで施設運営に携わる

人間が多数いる．掃除

芝刈り，管理，
シノレバ

，

￣

，

嘱託これらを継続する

メリット(引継ぎがスム
－ズ

， 地元とのつなが

り，行政との関係閏.デ

メリット(行政管理時代
の緩やかな勤務状態，よ

<知っているだけに，指

定管理者が弱い立場に

立つ＝指示命令系統が

うまく機能しない，実質

の仕事がない＝効率化

に対応できない）

しかし，見方を変えると

例えば，ガソリンスタン

ド(どこを使うか？）な
ど仕入先一つとっても，

地域の関係'性を熟知し

た観点から選定する．経

営の合理性，スポーツの

公共`性とは相容れない

判断がそこにはあり，地

元のことは地元の者に

しか分からないという

ことである．そこでは経

済的合理性や公共`性は

一歩後退している．

公共スポーツ

施設の井戸端

的機能

地元雇用の困

難さと価値
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の格差が歴然としていることが分かった．また，内定

と同時にｍ雇用に関する問い合わせが数件あり，指定

管理者に対する経済面での期待があることが分かった

(2008.02)．

｢公の施設としての意義の確認」

市長の指定管理者制度に関するいくつかの発言（議

会答弁，直接面談）によると，民間の自由な発想によ

るサービスの向上よりも，公としての施設の意義を強

調する．行政の管理下での運営を再認識きせられる

(２００８０２)．

｢新制度の利用価値」

地域スポーツに関わってきた市議（元総合型クラブ

マネージャー）が，指定管理者に様々な要求を突きつ

ける．地域の活性化のことから，私的なことまで，当

然協力すべきこととして要求する．市議は“うまみ”

は何かという発言を繰り返し，公共事業に参入した民

間が地域でうまくやっていく手立てを提示する

(20082)．

｢職域としての指定管理」

夏季限定のキャンプ場のアルバイトに５０代の男性２

名が応募してきた地域経済の疲弊の中，指定管理者

制度は少ないながらも働く場を提供することとなった

(2008.03)．

｢公共スポーツ施設の井戸端的機能」

地元雇用のＦざんが受付にいると，その周りに地元

業者，婦人会，行政，住民等が顔を直接合わせ，いろ

いろな無駄話を始める．そこでは，いろいろな情報交

換がなされており，スポーツ施設の専門的機能より，

いわゆる“井戸端会議”（身近な公の場）としての機

能を発揮している．つまり，地域の公共スポーツ施設

が，スポーツの場の提供だけではなく，地域の人間関

係の構築の場となっているということである（2008

03)．

｢地元雇用の困難さと価値」

Ｆさんが，月曜日休館日開放（総合型の日として会

員に無料開放サービス）は経費面で大きな問題がある

と指摘してきた．Ｆさんは地元の関係性強化のための

採用であるが，特に決まった業務があるわけではなく，

しかもこれまでの公民館長として施設に勤務していた

ため施設の内容に詳しいそのため，施設の管理につ

いていろいろ指摘をする．また同様に地元との関係

から継続雇用した天文台の職員は，これまでの行政的

管理に慣れ親しんでいることから民間としての接客能

力に極端に欠け，効率化，サービスの向上への意欲が

見られない．

施設管理には多くの職種，人材がかかわっており，

短期間で管理者が変わる指定管理者制度では，地元か

らの継続雇用は重要な意味がある．特に引継ぎや地

元とのつながり，さらに行政との関係性を保つ上では

欠くことができないしかし，行政管理時代の緩やか

な勤務状態に潰れていることや，効率化に対応できな

いなどの課題を抱えることになる特に施設や地元

に関する知識が豊富なため，管理者の指示命令系統が

機能しないことがある．

見方を変えると，地域の公共スポーツ施設の運営で

は，経営の合理性，スポーツの公共性とは相容れない

判断がそこにはあり，そのような地元の論理の前では

合理性や公共性は一歩後退すると捉えることも可能で

ある（200803)．

｢指定管理の正統的意義」

指定管理者であるＮＰＯ法人が運営するサッカーク

ラブに対して，中学生のスクールを開催してほしいと

の要望が寄せられた指導者や部員減少の問題があり，

中学校での部活動が低迷している．その受け皿として

期待しているとのことであった（200803)．

｢委託者と受託業者の立場」

募集要項や仕様書に記載のない内容が次から次へと

出てくる．例えば，体協の事務所をおくこと（人員も

含めて)，公民館を置くこと（館長含め,３名の市職員

が常駐する)，自販機の契約解除がなされていないこ

と，ポンプの保守点検が行われていないこと，耐久年

数が過ぎているにも関わらず交換していないものがあ

ることなど噴出してくるこれらの問題について，委

託者である教育委員会は，受託者である指定管理者が

対応するよう要求する．指定管理者制度の導入に向け

て，行政内での検討が不十分であったことが露呈する

だけでなく，委託者（強者）と受託者（弱者）の立場

が鮮明になる場面とも捉えられる（200803)．

｢担当課のスタンス」

体育・スポーツに関する施設を管理する担当部署は，

教育員会が主であるが，施設によっては商工観光課，

環境土木課など様々である．それぞれの担当課によっ

て，指定管理者制度のへの理解が異なる．今回も行政

の管理下に置こうとする教育委員会と委託後の管理に

はほとんど無関心な商工観光課とは対照的であった

(200803)．

｢指定管理者制度への無関心」

地域住民との懇談会の席上で「誰がしてもかわらな

い」という声があったオープニングセレモニーでも，

参加者は非常に少なかった（１００名程度)．実際，ス

ポーツに遠い人，特に施設利用がほとんどない人（上

天草では利用率がかなり低い）にとっては，事業の充

実などは，かれらの生活に何の変化ももたらさない

もともと利用率の低い施設であり，大半の市民にとっ

ては指定管理者制度とは縁遠い（200804)．
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｢地域社会変動の影響」

上天草市では，４町が合併したあとも。観光協会は

分町対松島町を中心とした３町の構図の中で，様々な

問題も起きている．指定管理者が地元と密着して事業

を実施する際，どの観光協会と連携するかなど苦慮し

ている（2008041

｢公共性の押し付け」

龍ケ岳サンライズウォーク（|日龍ヶ岳ＩＩＪのⅡ寺代から

長年続けられた地元の祭り）では，天文台無料，清掃

の人材派遣出展の許可，宿泊の割引等を当然のよう

に要求される．地域貢献としては当然であるがそれ

が暗黙の了解のごとく進んでいく行政管理の時は，

収益とは無関係のため，様々な協力ができていたが，

管理者の立場に立つと大きな無理がある（2008.04)．

｢制度の先行性」

仕様書や協議の段階では明らかになっていない事柄

(施設の老朽化電気・水道の契約状況など）が多い．

また，引き継ぎ日の前日にやっと荷物の搬入を許可さ

れたり，事務所備品はほとんど持っていかれるなど，

行政内部の指定管理者制度への準備不足，理解不足が

露呈．制度導入が先行しており，職員の研修が遅れて

いる申請害等も他の自治体の使い回しがほとんどで

ある（200804)．

｢地域論理の露呈」

協議において自販機撤去を確認したが３月末まです

んでいない自販機の契約者は，観光協会，行政，個

人，酪農であったが，個人契約の分は，どうしても継

続して設置させてほしいとのことから撤去が行われな

かった教育施設であるから営利目的の物販は禁止

(後で条例が改定されていることに気付くが）として，

指定管理業者のＰＲ自販機は禁止と告げられていたが

実際は個人設置の自販機が存在し黙認していたそ

のような，個人や観光協会の自販機が，どのような経

緯で設置きれたかは行政も把握してないとのこと設

置者は既得権として，継続設置を要望し，撤去しない

という事態が発生した指定管理者制度の導入により

公共施設をとりまく様々な地域独自の論理が露呈した

(200804)．

｢見えない事業効果」

指定管理業者がサービス向上のためいくつかの事

業を開始した例えば，これまでの休館日を総合型の

曰として開館売店におけるスポーツ用具貸し出し

各種スポーツイベントさらには，受付事務職員の

スポーツ指導能力を活用したプログラムを展開した

しかし利用率の改善には結びつかず，事業効果が見

えない．しかし報告会では，事業実績を行政は高く

評価（形式重視）する（２００８０４－０５）

｢行政の肩代わりとしてのＮＰＯの限界」

自販機の設置契約で業者と行き違いが生じた．公の

施設の運営において，公的要素の強いＮＰＯ法人は公

共性の担保として利用きれる．しかし委託業者の選

定などについては，企業体としての力の弱いＮＰＯ法

人では限界がある公の施設を民間運営するという矛

盾でもある（200804)．

｢施設利用の平等性とサービスの向上の対立」

サブアリーナを剣道２団体，空手１団体がほぼ占有

状態で使用している．他の空手や一般の利用者（ミニ

バレー）などの希望があってもまったく入れない（特

に夜間)３団体とも地元の伝統あるクラブで定期的練

習をこれまでやってきたことから一般利用や新規の

団体利用などは受け入れられない状況にある行政直

轄の時から常態化していたが，指定管理者になったと

たんに，その対応を迫れられる．どのような基準で利

用許可（利用制限）を下すか非常に難しい．実際に，

利用者会議をもちかけても，既存の利用団体は応じな

い．施設の公共性の面から，ある程度平等なルールを

つくっても，これまでの利用よりも不利になることは

決して認めない状況にある

申請書では平等な利用の確保と同時に利用者サービ

スの向上が求められるこの相対するサービスをどの

ように実施するか，行政は要求するだけで協力や仲裁

はしない（2004041

｢スポーツの価値の不安定さ」

スポーツ施設の指定管理では，施設の維持管理（芝

生の管理，水熱費など）に多くの経費が必要であり，

特に委託するとその分経費がかぎむしたがって，ス

ポーツ事業を提供する専門職員への待遇は低いものと

ならざるを得ない状況になる．赤字を前提として運営

きれてきた施設を運営するには施設の維持が優先され

る．その時’E'三I請やヒアリングでは，スポーツの価値

は前面に押し出されているものの，実際の運営場面で

はスポーツの価値という側面は後退してしまう

(200805)．

｢スムーズな制度運用」

体協の総合型育成事業への申請について，ヒアリン

グが行われた教育委員会は，申請内容よりも上天草

市にすでにある総合型との関係を懸念する．４町合併

後のあり方として上天草は一つという意識があり，２

つを認めるという説明がつかないとの見解であった．

しかしＮＰＯ法人は，身近な地域に総合型が必要で

あること，市町村に最低１つであること，市からの補

助金の必要は無いことで説得．結果，既存の総合型に

行政担当者が説明し了承を得ることとなった市とし

てはお金を出したり，仕事が回ってこないなら申請し

てもよいということであった．それは，地域住民に

とってどのような施策がよいのかという判断ではな
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〈，どのような形にすれば地域に軋礫がなく物事がス

ムーズに進むかという判断であった（2005.05)．

｢ハコモノ行政のつけ」

本来やっておくべきの保守点検は財政上の理由から

先送りにされてきた指定管理業者は，大きな損害を

受け，運営・事業に影響を受けている．いわゆるハコ

モノ行政のつけがいたるところで出てくる指定管理

者制度の導入はそれが露呈する場面でもあるし行政

がその責任から逃れる機会でもある（200805）

｢行政内のせめぎあい」

スポーツやまちづくりに関する施策については，教

育委員会，商工観光課，企画政策課がそれぞれ担当し

ている特に上天草市では「スポーツ合宿の誘致」

には各課で取り組んでおい一種の縄張り争いが生じ

ている．それを指定管理者が施設を活用して取り組み

やすいようにと，企業政策課が取りまとめ役になると

いうことであった第１回目の話し合いが行われ，企

業誘致課５名，ＮＰＯ法人４名，ビルメンテ会社３名が

出席した．しかし実際の実施では合宿利用と一般住

民の利用の優先権はどちらにあるのかなどについては

担当課との折衝が避けられず，結果的には事業主体の

指定管理者は縦割り行政のせめぎあいに振り回きれる

ことになる（200806）

｢利権獲得の場」

行政から，保守点検や修理等の委託先の選定には地

元業者を優先するよう要望されるサービスの向上や

経費節減以上に公共施設の維持管理によって発生す

る利権を，いかに地域に還元することができるかが地

域との関係』性を構築する重要な鍵となっている．

また海開きの前に，海水浴場の砂入れを計画した

が，地元漁業組合から，搬入を認めないとの連絡あり．

漁協にお金を払うよう要求される．昨年まで市が管理

していたときは一切無かった話であり，漁協に許可を

もらうためにお金を払うなど事前に話も出なかった

市が管理していたときは，市への協力として黙認して

きたしかし，地元業者が指定管理に手を挙げて外さ

れたことから要求することにしたという話を行政担当

者が伝えた．

７月に入り，責任者が漁協と話し合い（行政担当者

も同行)．挨拶に来るのが遅いと怒られ，海面使用料

金を支払えと要求される．名目はブイの設置と撤去，

補修代として20万円２箇所で40万円を毎年という

ことであったその席上，行政担当者および課長も払

うのが当然とのコメントする．その理由は，これまで

行政が管理していたときは，漁協が免除してくれたが，

民間の管理なので支払うべきであるということであっ

た．

しかし，仕様書にはもちろん，協議の中でも一切そ

のような通知は無かったことから後日，協議を別途

設けることで収める．結果として，漁協の許可が無い

と使用はできないということになるため，行政が海面

使用料を支払い，砂の搬入が認められた．

漁協にとっては，指定管理者制度は，施設の所有が

行政であっても，海を利用した営利活動であると認識

されていたのであった．疲弊した地域経済の中地元

にとって指定管理者の評価は，どれほど経済的利益を

もたらすかということが－つの基準になっている

(２００８．０６－０７)．

｢天下りとしての指定管理」

財団や公社，あるいは三セクが管理運営委託から引

き続き指定管理委託へ切り替わったところでは，行政

はそれを守るために指定管理者制度を利用する

NPO法人が来年度の指定管理事業として，阿蘇市の４

物件に申請した際に（すべて現行の指定管理者は公

社)，質問状で現在の人員配置について聞いたところ，

仕様書，要項には，「現行職員を継続雇用すること」

｢地元雇用をすること」などは一切記載されていない

が，回答書には但し書きで記載されていた事業を中

心とした専門職員の配置はないものの，施設の維持管

理に従事する職員がほとんどであった管理職員とは

ほとんどが天下りとなっていた．

しかし申請後数日して，共同企業体の税理士事務

所に対して，公社及びその関連地元企業から取引中止

を検討する旨の連絡が多数届いた公社担当の事務員

から辞職願が出されるなどの混乱が生じたため，申請

を取り下げた（200806)．

｢専門職員の行方」

直轄時の行政職員が，ほぼ毎日施設に訪れいろいろ

なクレームをつけていくたとえば，芝保全のため砂

(同じ粗さで同レベルの砂）を搬入したが，砂が山砂

ではなく川砂でないと良くないであるとか，仕様書に

書いてある通りにしてほしいと指摘された．しかし

直轄管理時でも，仕様書どおりにされていた形跡はな

いこの職員は，公共スポーツ施設の技術職員であっ

たことから，現在ほとんど庁内での業務がなく，施設

に顔出しチェックするのが日課になっている状態で

あった彼のほかにも，キャンプ場（天文台）の専門

職員は，指定管理者制度導入後，３ヶ月で役場を退職

してしまった（200806）

｢管理費のあいまいさ」

仕様書と実際の管理費では大きなギャップがある

この事実については行政との報告会でも認められてお

り，仕様書の作成は，他の自治体を参考に想定され

る管理仕様についてすべて記載したということであっ

た一方，指定管理料の算出は，前年度を基準にする

ため，指定管理者制度の導入を目指して経費をかなり
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するの変化が見られた（２００８０６－０７)．

｢天下り組織の防御」

同じ上天草市の指定管理施設である「スパタラソ天

草」の温水プールの営業停止のニュースが流れた（温

泉と食堂は継続営業)．指定管理業者は，第三セク

ター｢おおやの」（社長：上天草市長）である．これま

でも補正予算が組まれ，会社の赤字補填が行なわれて

きた．

この件について，市議から同じ指定管理業者として

問い合わせがあった指定管理者として委託を受けた

あと，赤字だからといって営業を止めることが一般企

業では許きれるのかということであった当然，指定

管理の取り消しなどの措置が必要との意見ではあった

が，第三セクターであることから苦慮しているとのこ

とであった．行政にとっての指定管理者制度とは，公

社や財団三セクを守る制度となっている（2008.06）

｢形式的な公共性の担保」

教育長，社会教育課長，課長補佐，担当職員，

NPO理事長，ビルメンテ社長，館長による報告会が

実施された設備の保守点検等に関し重要な議題が

あったにもかかわらず，形式的に流れた細かい中身

(高額な修理費等の問題）は担当者で後日対応すると

いうことにあった行政としては，このような連携を

図るということで「公共性」が担保されているという

ことを地域や議会に発信しているのであった（2008

07)．

｢行政能力の露呈」

教育目的外使用を禁じていた条例（物販も含む）が

改定されていたことを知らきれる．指定管理になるの

で，経営上必要な使用方法については認めるべきであ

るということで改正されていたが，担当課（教育委員

会）はまったく知らなかったという（200808)．

｢行政内の慣習の顕在化」

減免は基本的に市長が決めることになっている（条

例に規定)．指定管理業者にその権限がないしかし

協議のときに行政側と話し合うことが了解事項であっ

たところが，減免対象になっていない団体（子ども

のスポーツ活動など）に対して，担当者が勝手に減免

をやってきた事実が発覚した指定管理後もそのまま

引き継がざるを得ない状況になっている．指定管理者

制度によって，行政が行ってきた慣習が様々な形で顕

在化した（2008.08)．

｢公的施設の民間運営の矛盾」

共同企業体による経営会議で指定管理料の金額のあ

いまいさが問題となる現状の客観的な施設維持費の

積算がなされないまま，前例主義，使いまわし主義に

よる指定管理料の計算が，経営の悪化を促していると

いう分析がなきれた．ＮＰＯ法人からのボランティア

削減するうえ，高額な保守点検，修理は予算が取れた

ときのみ行なっているので，その内容のみが残り指定

管理料には含められないという事態が生じている

(2008.06)．

｢制度導入後の公共性の担保」

自治体の後援行事・イベントは減免となることから，

各種団体が後援を依頼する使用料が取れないまま施

設が埋まる一方で光熱費はかかるので経営上の大きな

障壁となりつつある．しかし，減免措置の導入は，指

定管理者の公共性担保するものであり，その上での民

間的努力が求められる（200806)．

｢直轄管理の抵抗」

教育施設であるという理由から，施設での宿泊を断

固認めない．しかし，行政内にも，施設の活性化や地

域のためになるのであればよいという課（意見）もあ

る．担当課である教育委員会は，そのような流れに対

して様々な制約を加えることで，管理下にある指定管

理者への影響力を保とうとする（200806)．

｢形式的意義への便乗」

地元ＮＰＯ法人から，よさこいの全国で有名団体を

誘致し公演等をするための協力の要請がきた理事長

は地元の若手市議．協力の内容は，キャンプ場の宿泊

優待，文化ホールの割引，実行委員会への参加等で

あった別のＮＰＯ法人からも環境庁委託の環境セミ

ナーをアロマで開催する際に，施設の利用優遇（複数

の施設を優先的に押きえる）ことを要求してきたい

ずれも，行政の後援などがあり，公的サービスとして

対応しなければならなかった．さらにナイターの使

用により近隣の稲の育成状況が悪いという苦情もあっ

た．

指定管理者制度の形式的意義である公的サービスの

向上という側面にたいして，地域住民は様々な要求を

突きつけてくる（2008.06)．

｢地域論理のゆっくりとした変化」

ＮＰＯ法人の理事が上天草で40年以上続く祭りの実

行委員となった会議において，いくつかの新しい取

り組みを提案するが，当初は受け入れられないたと

えば，ステージショー（特に演歌歌手，キャラクター

ショーなど）を大幅削減し，事業を精選することを提

案したが，女性市議会議員を中心に，どうしても演歌

歌手などのステージショーは住民のニーズが高いと主

張されたしかし会議を重ねるうちに若手委員や

地元ＮＰＯ法人の関係者らもステージショーにお金を

かけることには否定的な意見が多く出たため，市議会

議員が「私は要らないということね．若い人だけで決

めればいいでしょう」と立腹次回から欠席すると主

張などの事態となった伝統的保守的な地域論理の

中に埋没しかねない状況の中で，少しずづそれに対抗
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スタッフを活用するなど維持費等で相当の節減をして

いるが,４－７月で80万円の赤字，年間300万円を予

想した．指定管理者制度が持続可能な制度となるため

には，公的施設における民間運営の矛盾をどうクリア

するかが重要であるとの意見が集約された（2008.07）

次に，地域の立場から指定管理者制度を検討する

ここでは，第一に「新制度への便乗の可能性」という

カテゴリーが生成された．「地域経済の疲弊」「職域と

しての指定管理」「利権獲得の場」「形式的意義への便

乗」「新制度の利用価値」「地域論理の露呈」という

コードで構成されるこのカテゴリーは，当該地域社会

を構成する様々な組織・人物の思惑が，新制度への期

待を込めて，非常に個別的な場面で立ち現われてくる

ことを意味している．二つ目は，「公共スポーツ施設

の井戸端的機能」「地元雇用の困難さと価値」「指定管

理者制度への無関心」「公共性の押し付け」という

コードで構成される「公共スポーツ施設のスポーツ外

機能」というカテゴリーである．地域社会における公

共スポーツ施設は，単にスポーツ実践の場としてだけ

でなく，時には，雇用の場として，情報交換の場とし

て，あるいは様々な公的サービスの場として認識され

ていた．特に，大型施設を利用してスポーツを行う者

の割合が非常に少ない地域では，スポーツの場以外の

重要な機能も付与されていることが明らかになった．

最後に，指定管理者の立場から検討する．ここでは，

｢指定管理の正統的意義」「見えない事業効果」「施設

利用の平等性とサービスの向上の対立」「制度導入後

の公共性の担保」「形式的な公共性の担保」という

コードから，「形式的意義の追及」というカテゴリー

が生成された．指定管理者は，公共サービスの向上と

いう形式的意義を達成するため，サービスの提供（充

実）はもちろん行政や地域との連携をできるだけ前

面に押し出そうとしていたしかしながら，経営体と

して指定管理者を見た場合，「経営カヘの過剰な期待」

という別のカテゴリーが生成されたこれは，「行政

の肩代わりとしてのＮＰＯの限界」「スポーツの価値の

不安定さ」「ハコモノ行政のつけ」「管理費のあいまい

ざ」「公的施設の民間運営の矛盾」というコードで構

成されるが，“民間導入'，への過剰な期待ととらえら

れる言うまでもなく，この二つのカテゴリーは相反

するものであり，指定管理者はこの二つのカテゴリー

の間で常に揺らいでいることが明らかになった．

オープン．コーディングの結果，以上のような３７

のコードが抽出された．これらのコードに対して，行

政，地域，指定管理者の三者の立場から，指定管理者

制度の社会学的意味に関するサブ゛カテゴリーを生成

したその際，行政一地域，地域一指定管理者，指定

管理者一行政の関係性（やり取り）を介して立ち現わ

れてくるカテゴリーも存在すると思われる．しかし

ここでは特に指定管理者制度に係る主体のそれぞれの

立場を鮮明にすることを意図することから，三者を区

別した形で，サブ・カテゴリーを生成し議論すること

とした．したがって，三者に直接的に関係のないコー

ド（｢地域社会の変動の影響」「既存の団体．組織の抵

抗」「地域再生の困難さ」「地域論理のゆっくりとした

変化｣）については，分析から除外することとした.

まず，行政の立場から生成された第一のカテゴリー

は，「形式的制度運用による行政責任の遂行」である.

公共施設の管理運営に関する新制度の－つである指定

管理者制度であってもそれは行政システムの￣環に過

ぎず，「スムーズな制度運用のための確認作業」「公の

施設としての意義の確認」などのコードに現れるよう

に行政はそれが問題なく運用されることに力を注ぐ

のであったまた，「担当課のスタンス」「制度の先行

性」「行政内のせめぎあい」「天下りとしての指定管

理」「専門職員の行方」「天下り組織の防御」「行政能

力の露呈」「行政内の,慣習の顕在化」のコードからは，

｢新制度導入に伴う地域行政課題の露呈」というカテ

ゴリーが生成きれた指定管理者制度がどんなに￣行

政システムに過ぎないといっても，新制度は新しい価

値観（民間の発想）を伴って実行される．その際，旧

来からの行政システムの矛盾や行政職員の慣習は，顕

在化することとなる．このように行政にとっての指

定管理者制度は，ある意味，行政課題を析出する装置

としての機能を有しているともいえる．最後に「委

託者と受託業者の立場」「直轄管理の抵抗」という

コードから「公共スポーツ施設運営における地域ス

ポーツ行政担当課の影響力の保持」というカテゴリー

が生成された．これまでのハコモノ行政の結果，担当

課（社会体育課や生涯スポーツ課など）にとっては，

公共スポーツ施設の管理・運営が，もっとも重要な職

務の一つであった．それらを失う危機感のもと，彼ら

は新制度の中に自らの位置づけを懸命に確保しようと

していた．

4．考 察

本研究では，フィールドワークをもとに指定管理

者制度の形式的意義（公共サービスの向上，経費節

減）とは異なる社会学的な意味を，行政，地域，指定

管理者のそれぞれの立場から明らかにしてきた．その

結果，行政の立場からは，「形式的制度運用による行

政責任の遂行」「新制度導入に伴う地域行政課題の露

呈」「公共スポーツ施設運営における地域スポーツ行
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政担当課の影響力の保持」という３つのサブ・カテゴ

リーを，地域の立場からは「新制度への便乗の可能

性」公共スポーツ施設のスポーツ外機能」という２つ

のサブ・カテゴリーを，さらに指定管理者の立場か

らは「形式的意義の追及」「経営力への過剰な期待」

というサブ・カテゴリーを生成することができた

これらのサブ・カテゴリーの連関について検討し

当該地域の公共スポーツ施設における指定管理者制度

の社会学的の意味について，考察を行うこととする

図１に，カテゴリー間の連関と全体像（コア・カテゴ

リー）を示した

図に示すように，行政による「形式的制度運用によ

る行政責任の遂行」と，指定管理者による「形式的意

義の追及」及び「経営力への過剰な期待」によって，

指定管理者制度の形式的意義は，場面に応じて前面化

されるところがこの新制度の導入は，一方で「地

域行政課題の露呈」を促し保守的行政の体質を「担

当課の影響力の保持」という形で顕わにしてしまうの

であったさらに，このような行政レベルとは異なっ

た地平，つまり地域住民レベルでは，「公共スポーツ

施設のスポーツ外機能」を発揮する契機となり，ある

いは様々な地域要求を突きつける「新制度への便乗の

可能性」として意味づけられていた

以上のように行政と指定管理者の協同作業により

必要に応じて前面化される形式的意義は，様々な行政

課題及び生活課題を顕在化させ，次第に後景化してい

くのであった．これは。「公共スポーツ施設における

政策課題と生活課題の乖離の発現」（コア・カテコ

リー）としてとらえることができる

参考文献

伊賀上哲明ほか（2008）総合型地域スポーツクラブにおける

指定管理者制度導入に関する研究．体育社会学専門分科

会発表論文集．日本体育学会体育社会学専門分科会，

ｐｐｌ２１－ｌ２６

好井裕明（1998）初期エスノメソドロジーの衝撃力山田富

秋・好井裕明編エスノメソドロジーの想像力．せりか

書房：東京，pp44-55、

好井裕明（l999a）制度的状況の会話分析．好井裕明・山田

富秋・西阪仰編会話分析への招待．世界思想社：京都

ｐｐ３６－７０

好井裕明（l999b）批判的エスノメソドロジーの語り：差別

の日常を読み解く新曜社：東京．

エマーソン・フレッツ・ショウ：佐藤郁哉ほか訳（1998）方

法論としてのフィールドノート：現地取材から物語作成

まで．新曜社：東京．＜EmersonRM.,RLFretzand

LLSbow（1995）WritingEthnographicFieldnotesThe

UniversityofCbicagoPress,Chicago＆London＞

木下康仁（2003）グラウンデッド・セオリー・アプローチの

実践．弘文堂：東京．




